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金融検査マニュアルに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） 

＜目 次＞ 

 

９．資産査定管理態勢 

 

（９-４）代行割れの厚生年金基金の解散に伴い、債務者である中小企業が企業年金

連合会（以下「連合会」という。）に積立不足額を納付することにより当該企

業に損失が生じる場合においては、当該企業の債務者区分をどのように判断

すればよいですか。･････････････････････････････････････････････････49 

 

（９-５）減価償却費の負担により赤字となっているが、キャッシュ・フローは黒字

であり、金融機関に約定どおり借入金を返済している中小企業については、

債務者区分をどのように判断すればよいですか。･･･････････････････････50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．資産査定管理態勢 

【別表１ Ｐ３ １．⑶ 自己査定結果の正確性の検証】 

（９-４）代行割れの厚生年金基金の解散に伴い、債務者である中小企業が企業年金

連合会（以下「連合会」という。）に積立不足額を納付することにより当該企

業に損失が生じる場合においては、当該企業の債務者区分をどのように判断

すればよいですか。 

（答） 

１．金融検査マニュアルにおいては、中小企業の債務者区分については、当該企業

の財務状況のみならず、当該企業の技術力等を総合的に勘案し、その経営実態を

踏まえて判断することとされています。 

したがって、債務者である中小企業が連合会に積立不足額を納付することによ

り当該企業に損失が生じ、赤字や債務超過となる場合であっても、こうした一時

的な損失のみをもって債務者区分を判断することは適当ではなく、当該企業の技

術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収

入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、その返済能力に大

きな変化がないと考えられる債務者については、債務者区分を維持することと判

断して差し支えありません。 

 

２．なお、連合会に積立不足額を納付することにより当該企業の返済能力に問題が

生じると認められる場合においても、当該企業の経営改善の見込み等を勘案しつ

つ、金融機関において、「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」の策定を支

援し、その結果、同計画が策定されている債務者については、債務者区分を「要

注意先」と判断して差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表１ Ｐ３ １．⑶ 自己査定結果の正確性の検証】 

（９-５）減価償却費の負担により赤字となっているが、キャッシュ・フローは黒字

であり、金融機関に約定どおり借入金を返済している中小企業については、

債務者区分をどのように判断すればよいですか。 

（答） 

１．債務者区分の判断に当たっては、金融検査マニュアルにおいて、「債務者区分は、

債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等により、その返済能力を検討し、

債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、

事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営

改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案し判断するもの」

とされています。 

 

２．一方で、中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては、金融検査マニュ

アルにおいて、「当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成

長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、

保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断す

るもの」とされており、これを受けて、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資

編〕において、「企業が赤字で返済能力がないと認められる場合であっても、（中

略）赤字の要因や返済状況、返済原資の状況を確認」し、返済能力について特に

問題がないと認められる債務者については、債務者区分を「正常先」と判断して

差し支えないものとされています。 

 

３．減価償却費の負担により赤字となっている債務者については、債務者区分の判

断に当たり、金融検査マニュアルに記載されている「キャッシュ・フローによる

債務償還能力」に問題が生じるおそれがありますが、仮にそのような場合であっ

ても、金融機関に約定どおり借入金を返済している中小企業については、例えば、 

・減価償却を定率法で行っていることから、投資後初期の段階における減価償却 

費負担が大きいことが赤字の要因となっている場合や、 

・金融機関への返済資金を代表者等から調達している場合 

なども考えられますので、金融機関において、「赤字の要因や返済状況、返済原

資の状況を確認」することが必要であり、その上で、返済能力について特に問題

がないと認められる債務者については、その債務者区分を「正常先」と判断して

差し支えありません。 

 


